
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
一
日
提
出

質

問

第

五

五

号

朝
鮮
総
連
へ
の
破
産
申
立
て
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

松

原

仁
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朝
鮮
総
連
へ
の
破
産
申
立
て
に
関
す
る
質
問
主
意
書

在
日
本
朝
鮮
人
総
聯
合
会
（
朝
鮮
総
連
）
が
多
額
の
資
金
を
引
き
出
す
な
ど
し
て
傘
下
の
朝
銀
信
用
組
合
を
破
綻
さ
せ
た
た

め
に
、
我
が
国
は
計
一
兆
三
千
四
百
億
円
以
上
の
巨
額
の
公
的
資
金
を
投
入
す
る
事
態
と
な
っ
た
。
し
か
る
に
朝
鮮
総
連
は
、

自
ら
真
の
債
務
者
で
あ
る
と
認
め
た
元
本
合
計
約
六
百
二
十
七
億
円
に
つ
い
て
誠
意
を
も
っ
て
弁
済
し
よ
う
と
せ
ず
、
平
成
二

十
九
年
八
月
二
日
に
は
東
京
地
裁
か
ら
遅
延
損
害
金
を
含
め
約
九
百
十
億
円
の
支
払
い
を
命
じ
ら
れ
、
同
月
判
決
が
確
定
し

た
。こ

れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

朝
鮮
総
連
は
東
京
都
小
平
市
の
朝
鮮
大
学
校
に
つ
い
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
「
財
産
」
で
あ
る
と
表
現
し
て
い
る
。
同
校
お

よ
び
教
職
員
宿
舎
の
敷
地
の
う
ち
一
万
七
千
坪
以
上
を
朝
鮮
総
連
関
連
組
織
が
無
抵
当
で
所
有
し
て
お
り
、
市
価
は
百
億
円

以
上
で
あ
る
が
、
整
理
回
収
機
構
は
前
記
債
権
の
回
収
の
た
め
差
押
え
す
る
こ
と
は
可
能
か
。

二

朝
鮮
総
連
は
権
利
能
力
な
き
社
団
で
あ
る
が
、
債
権
者
が
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
は
法
律
上
可
能
か
。

三

破
産
団
体
の
役
員
、
ま
た
裁
判
所
の
許
可
が
あ
る
場
合
の
破
産
者
の
従
業
者
は
、
破
産
管
財
人
等
に
対
し
て
破
産
に
関
し

必
要
な
説
明
を
行
う
義
務
を
負
う
か
。

一



四

破
産
団
体
の
役
員
を
は
じ
め
と
し
て
破
産
に
関
し
説
明
義
務
の
あ
る
者
が
、
破
産
管
財
人
に
対
し
て
正
当
な
理
由
な
く
説

明
を
拒
み
、
ま
た
は
虚
偽
の
説
明
を
し
た
と
き
は
刑
事
罰
を
科
さ
れ
る
か
。
科
さ
れ
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
罰
則
が
定
め

ら
れ
て
い
る
か
。

五

権
利
能
力
な
き
社
団
が
免
責
許
可
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
。

六

朝
鮮
総
連
か
ら
の
債
権
回
収
に
つ
い
て
、
北
朝
鮮
政
府
が
拉
致
問
題
に
絡
め
て
日
朝
交
渉
の
議
題
に
出
す
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。
債
権
届
出
期
間
内
に
届
出
を
し
た
破
産
債
権
者
の
全
員
の
同
意
を
得
て
破
産
手
続
を
廃
止
す
る
こ
と
は
法
律
上
可
能

か
。

七

安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
は
平
成
二
十
七
年
四
月
七
日
、
「
衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
朝
鮮
総
連
本
部
ビ
ル
の
転
売
に

関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
一
七
四
号
）
に
お
い
て
、
「
政
府
と
し
て
は
、
整
理
回
収
機
構

が
、
今
後
と
も
引
き
続
き
、
預
金
保
険
機
構
と
連
携
し
て
、
朝
鮮
総
聯
に
対
し
て
返
済
交
渉
を
行
う
と
と
も
に
、
朝
鮮
総
聯

の
資
産
等
の
実
態
把
握
に
努
め
、
あ
ら
ゆ
る
回
収
手
段
を
排
除
す
る
こ
と
な
く
検
討
し
、
法
令
に
の
っ
と
り
厳
正
な
債
権
回

収
に
努
め
る
よ
う
、
指
導
し
て
ま
い
り
た
い
」
と
答
弁
さ
れ
た
。
あ
れ
か
ら
四
年
近
く
経
過
し
た
が
、
債
権
回
収
で
大
き
な

成
果
は
な
い
。
政
府
が
検
討
を
指
導
す
る
「
あ
ら
ゆ
る
回
収
手
段
」
の
中
に
破
産
手
続
は
含
ま
れ
る
か
。 二



右
質
問
す
る
。

三


